
資料７ 
広域漁業調整委員会の今後の役割等について 

（前回会合でのご意見等） 

令和８年２月 26日 

太平洋広域漁業調整委

員会 

（令和７年 11月 4日） 

●対象資源

・まき網や定置など幅広く関係するブリについても、広調

委で意見交換できるのではないか。 

●広調委の位置付け

・管理を進める上で生じた問題を共有する場として広調

委を使っていくこともできるのではないか。 

・改正漁業法において、数量管理をベースにすることとな

り、広調委の役割と重なってしまった。数量管理と広調委

で分けるより、一括して対応した方がいいのではないか。 

●広調委指示について

・禁漁区、禁漁期、サイズ規制などに広調委指示を活用で

きるのか。 

・改正漁業法は数量管理を基本とすることとされており、

数量管理が適切に行われていればよいのではないか。 

・委員会指示は、これまでやってきた取組を担保するとい

うのが本来の目的。委員会指示を都合よく使わない方がよ

いのでは。 

●資源評価について

・再生産関係は５年毎に見直すことになっていると思う

が、浮魚についてはそれよりも頻繁な検証が必要。 

瀬戸内海広域漁業調整

委員会 

（令和７年 11月 14日） 

●対象資源

・サワラについては広調委指示があるので詳細な話も必

要になるが、トラフグについては広調委でそれほど詳しい

説明は要らないように思う。 

●遊漁対応

・遊漁のことを何とかしたい。取締りなども含め、何とか

対応できないか。 

・遊漁対応については、遊漁関係者をオブザーバーや有識

者として広調委で話を聞くなどもできるのではないか 

●広調委の役割

・TAC管理だけではうまくいかないことについて、各委員

は各府県に持ち帰って、次の広調委のときにそれぞれ結果

を報告するようなことをしてもいいのではないか。 
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日本海・九州西広域漁

業調整委員会 

(令和７年 12月 2日） 

●対象資源

・ほとんどの魚種が TAC管理での議論をしている中、必ず

しも広調委の場で同じような議題を議論する必要はない

のではないか。 

・TAC 魚種については、制度設計をするうえで、TAC 意見

交換会、ステークホルダー会合、水政審、パブコメ等の様々

な手続きを経て積み上げていく仕組みが既にある。TACに

指定された魚種は、広調委の対象からは外すことも考えら

れる。 

・資源管理のために禁漁期を設定しているが、関係県との

ズレがあったりする。広調委で調整を行うのが適している

のではないか。 

・水産庁でアンケートを取って、その中で順序付けをして

委員会で審議するのもよいのではないか。委員それぞれ、

議論したいことはあると伺う。 

●会議の簡潔化

・報告だけで済むようなものもあるだろうし、簡潔化させ

ていくのが良いと思う。 

●広調委の役割

・TACに移行したからといって広調委での役割が無くなる

わけではなく、広調委では、現場の方が困っていることを

積極的に聞き、提案を促す場ではないか。現場をよく知る

漁業者からの問題提起も有益。 

●その他

・ステークホルダー会合や資源管理手法検討会などの資

源管理関係会議の手ごたえはどう感じているのか。漁業者

の意見の吸い上げが狭いのでは。TACの運用については、

きめ細かい管理が必要。 
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